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障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 

 

 

（指定障害福祉サービスの事業の基準）  

第四十三条   （１～３略） 

４   指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休

止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けてい

た者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サ

ービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的

に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の

便宜の提供を行わなければならない。  

 

 

（報告等）  

第四十八条   都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉

サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る

サービス事業所の従業者であった者（以下この項において「指定障害福祉サービス事業者

であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示

を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若

しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係

者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービ

ス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、

その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。  

（２～３略） 

 

※下線は東 
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資料２ 

岡山県健康推進課ＨＰ「小児医療費公費負担制度の市町村状況一覧」より 
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子ども医療費 中学 3年生まで無料にするのに必要な額の試算 

（28年度予算額および実績額は、それぞれ市の資料を基に作成） 

 

１ 現行制度（2016.4月～） 

①入院…中３まで無料  ②通院…就学前が無料、小学生が１割、中学生からは３割負担 

 

２ 28年度当初予算の市の積算根拠と、それを基にした無料化の試算 

①現在の「小学生を３→１割」に必要な額…８．８億円／年 

  （予算上は、10ヶ月分＝8.8億×10/12≒ 約７．３億円が計上された） 

②小学生の現行 1割を無料にするのに必要な額…４．４億円／年（①×1/2） 

③小学生の３→０割に必要な予算…１３．２億円／年（①＋②） （1学年平均２．２億） 

④中学生は小学生より受診率低いので、中学生の１学年あたり必要額を２億円と仮定 

⑤現行制度から中３まで無料にするのに必要な額…１０．４億円／年（②＋④×３） 

 

３ 医療費助成の実績 

 受給者数（人） 件数（件） 給付額（千円） 

２８年度 
乳幼児  41,648 

小中学生 38,722 
1,195,444 2,118,332 

２７年度 
乳幼児  41,936 

小中学生  5,481 
825,771 1,641,659 

 増分 
乳幼児   ▲288 

小中学生 33,241 
369,673 476,673 

 

４ 28年実績を基にした無料化の試算（東試算） 

①現在の「小学生を３→１割」で支出した額…５．８億円／年 

（27年度実績との差額約 4.77億円を負担軽減による増分と仮定、28年度実績額のう

ち負担軽減は 10ヶ月分なので、1年分に換算 ⇒ 4.77×12/10≒5.8） 

②小学生の現行 1割を無料にするのに新たに必要な額…２．９億円／年（①×1/2） 

③小学生の３→０割に必要な年額…８．７億円／年（①＋②） （1学年平均１．４５億） 

④中学生は小学生より受診率低いので、中学生の１学年あたり必要額を１．３億円と仮定 

⑤現行制度から中３まで無料にするのに必要な額… ６．８億円／年（②＋④×３） 
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